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平成２７年１２月定例会 文教委員会の概要 

 

日時 平成２７年１２月１６日（水） 開会 午前１０時 ５分 

                閉会 午後 ０時３９分 

場所 第８委員会室 

出席委員 星野光弘委員長 

 柿沼トミ子副委員長 

 杉島理一郎委員、石井平夫委員、諸井真英委員、浅野目義英委員、 

     菅原文仁委員、鈴木正人委員、福永信之委員、村岡正嗣委員 

欠席委員 樋口邦利委員 

説明者 高木康夫教育委員会委員長、関根郁夫教育長、櫻井郁夫副教育長、 

 柚木博教育総務部長、古川治夫県立学校部長、安原輝彦市町村支援部長、 

 塩野谷孝志教育総務部副部長、高田直芳県立学校部副部長、 

 小澤健史県立学校部副部長、松本浩市町村支援部副部長、 

 吉田正市町村支援部副部長、佐藤裕之総務課長、大根田頼尚教育政策課長、 

 佐藤卓史魅力ある高校づくり課長、廣川達郎財務課長、及川孝之教職員課長、 

     高橋和治福利課長、 渡邉亮県立学校部参事兼県立学校人事課長、 

     武内道郎高校教育指導課長、依田英樹生徒指導課長、岡部年男教職員採用課長、 

     加賀谷貴彦保健体育課長、宇田川和久県立学校部参事兼特別支援教育課長、 

     小島克也県立学校人事課学校評価幹、鎌田亨小中学校人事課長、 

     山田晋治義務教育指導課長、藤田栄二家庭地域連携課長、 

     芋川修生涯学習文化財課長、長谷川雄一人権教育課長、 

     横松伸二市町村支援部副参事 

 

会議に付した事件並びに審査結果 

１ 議案 

議案番号 件              名 結  果 

第１１５号 
埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 
原案可決 

第１５２号 指定管理者の指定について（長瀞げんきプラザ） 原案可決 

第１５３号 指定管理者の指定について（小川げんきプラザ） 原案可決 

第１５４号 指定管理者の指定について（神川げんきプラザ） 原案可決 

 

２ 請願 

議請番号 件              名 結  果 

第 ２３ 号 ゆきとどいた教育をすすめるための請願 不採択 

 

所管事務調査 

１ 臨時的任用教員の起こした窃盗事件及び不祥事の防止について 

２ 教育の政治的中立の確保について 
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平成２７年１２月定例会 文教委員会における発言 

 

 

【付託議案に対する質疑】 

菅原委員 

 第１５２議案ないし第１５４号議案について伺う。 

１ 選定委員会の外部有識者と県職員について具体的に示されたい。 

２ 選定の理由として年平均の委託料の削減は理解できるが、サービスの質の担保を、審

査基準のどの項目で判断しているのか。 

３ 選定理由において自然体験活動と社会教育の専門職員の配置とあるが、具体的な資格

や専門性などの特徴はあるのか。 

 

生涯学習文化財課長 

１ 選定委員の外部有識者は、施設管理の有識者として公認会計士、青少年教育の有識者

として利用団体の代表及び県内小学校長、生涯学習関係の有識者として生涯学習有識者

会議委員の４名である。県職員は、施設管理有識者として県直営のげんきプラザの所長、

教育局市町村支援部副部長である。 

２ 審査基準のうち、「利用者本位の柔軟なサービスが提供できるか」、「効果的かつ効率的

な管理が実施できるか」という項目で審査している。 

３ 「ＣＯＮＥ」等で認定する自然体験活動指導者の資格を有する職員や、社会教育主事

の資格を有する職員である。 

 

村岡委員 

１ 第１１５号の学校医等の公務災害補償の条例について、これまで学校医等の公務災害

補償の実績は何件あったのか。 

２ 調整率を０．８３や０．８６などとしているが、この数字に決めた根拠はどこにある

のか。他の都道府県も同じなのか。 

３ 第１５２号の県立長瀞げんきプラザの指定管理者に関して、２社のうち、株式会社サ

ンアメニティを候補にしたとのことだが、指定管理者として埼玉県内又は全国でどのよ

うな実績があるのか。また、選定の過程の中で業者のコンプライアンスについて、どの

ように検証しているのか。 

 

保健体育課長 

１ 公務災害補償について、これまで適用事例はない。 

２ 調整率は、国の学校医等の公務災害補償に関する政令と同率である。政令の調整率は、

民間労働者の労災の際に適用される調整率や他の都道府県の調整率と同率である。 

 

生涯学習文化財課長 

３ 同社の全国における実績についてであるが、１３都府県で２３施設の指定管理を受け

ている。埼玉県内では指定管理は受けていないが、現在、小川町と吉川市の業務委託を

受けている。過去には県内６市１町の業務委託も受けていた。コンプライアンスについ

ては、一般競争入札等の参加制限や、税金の滞納などの欠格事項、または現在、刑事・

民事の告発を受けていないか、という応募資格に適合しているか確認したところである。 
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村岡委員 

１ 調整率が適用されると、結果として調整率が１を割ってしまう。公務災害を被ってし

まった学校医の受け取る補償額が、改正の前後で増えるのか減るのか、端的にお答えい

ただきたい。 

２ 長瀞げんきプラザのコンプライアンスについて調べたところ、株式会社サンアメニテ

ィは、２００７年に東京都北区の元気プラザの指定管理を受けていた際に、従業員がプ

リペイドカードの着服事件を起こして指名停止３か月処分を受けたこと、同社のプール

の監視員が暴力事件を起こして指名停止２か月処分を受けたことが北区の議会で問題

視されていた。また、２００８年に茨城県城里町のホロルの湯の指定管理者になったが、

経営困難に陥り指定期間の途中で撤退したという事実があった。コンプライアンスの観

点から、今回の選定の中でどのような報告があり、どのように検証がされたのか。 

 

保健体育課長 

１ 現在、公務災害の実例がないので、例を挙げて試算してみたところ、年金計算の基礎

となる報酬額が３０万円の者が、公務による通勤中の災害で言語機能障害が残ったと仮

定した場合、厚生年金と公務災害補償を併せた額は改正前よりも年額で約８万円の増と

なることが見込まれる。このように、公務災害の場合、年金一元化後においても一元化

前の支給水準が維持されている。 

 

生涯学習文化財課長 

２ 県のガイドラインを踏まえて作成した募集要項に基づき、申請時に応募資格の適合な

どについて審査した。しかし、過去の不祥事については、各応募団体から書面での提出

を求めておらず、審査の対象となっていない。 

 

村岡委員 

 過去の不祥事は審査の対象とならないことについては理解した。私が示した東京都北区

と茨城県城里町の事例は指名停止と指定期間の途中の撤退であるが、事実関係について確

認していたのか。 

 

生涯学習文化財課長 

 確認しており、調査を行っている。まず、１点目のプリペイドカードの着服の関係につ

いては、平成１９年度に東京都北区の「元気プラザ」の管理運営・清掃業務の受託中、前

の受託会社から継続雇用した従業員がプリペイドカードを盗んで換金着服していたもので、

３か月の指名停止処分受けている。その後、同社では、コンプライアンス・マニュアルを

作成し直し、従業員研修を実施してスタッフのコンプライアンス意識の徹底を図り、再発

防止に努めている。 

 ２点目のプール監視員の暴力事件に関しては、暴力事件で指名停止を受けたものではな

く、暴力事件を発端として発覚したプール監視員の雇用条件違反が原因で指名停止を受け

たものである。平成１９年度に東京都北区プールの夏の監視・受付業務を受託していた際、

プールの監視員に１８歳未満の高校生を採用したため、２か月の指名停止処分を受けた。

当時、短期アルバイトには履歴書の提出を求めていたが、虚偽記入された生年月日をうの

みにしたことが原因と聞いている。その後、同社では、短期アルバイトであっても住民票

の提出を求め、また、未成年者の場合には保護者の同意書を得るよう改善している。 

 ３点目、ホロルの湯の途中撤退については、平成１８年に同社が受託した直後、町と前
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の管理受託者であった町の開発公社との間で、雇用問題が発生した。町、公社及び同社で

協議し、同公社からの出向職員を受け入れることになったが、出向職員との間に運営方針

等の相違が生じたり、折からの原油価格の高騰などで経営が悪化したため、町と協議を重

ねた結果、期間の途中であったが指定管理を終了したと聞いている。町からの損害賠償請

求などはなく、合意の上とのことであった。その後、同社では本社によるチェック機能と

支援体制を強化しており、この事案以外で指定期間の途中で終了した施設はない。 

 

村岡委員 

 北区の問題以後、指名停止処分の事例もなかったと確認しているのか。 

 

生涯学習文化財課長 

 現在、同社は２３施設の指定管理を受けているが、それらの施設を所管している各自治

体の担当課に確認したところ、指名停止等の問題は一切ないということである。 

 

村岡委員 

 指定管理者の指定において、指名停止や指定期間途中の撤退はコンプライアンスを含め

て大事な要素である。現在の判定基準に含まれていなくても、選定委員会に過去の情報を

何らかの形で伝えることは必要だと思うが、考えを伺う。 

 

生涯学習文化財課長 

 応募団体の過去の不祥事全てを把握することは、困難と思われる。インターネット等で

調べれば一部を把握することはできるが、全ては難しい。ただし、期間を限定して不祥事

があった場合には、申請書類の関係資料に加えてもらうことなどを求めることについて、

指定管理者制度を所管している企画財政部と相談して考えていきたい。 

 

村岡委員 

 議会で指定管理者を決める場合、議事録に残る。ネットで同社の名称を入力するだけで、

北区や城里町の議事録はすぐに検索することができる。せめてそのくらいの範囲の情報収

集を行い、得られた情報を選定委員に伝えることは可能であり努力すべきである。大事な

ことなので再度回答してほしい。 

 

生涯学習文化財課長 

 今後どのような形でこの御意見を反映できるのか、企画財政部と相談しながら考えてい

きたい。 

 

諸井委員 

１ 長瀞げんきプラザの件について、過去の不祥事が指定管理者の審査対象ではないとい

うことだが、過去の不祥事は、関連法令を順守しての適正な運営、効果的な運営などに

関わる問題であるので、きちんと事前に調査を行っていただきたい。そこで、長瀞げん

きプラザの指定管理者の選定において、同社と競合したもう一つの団体は、現在長瀞げ

んきプラザを運営している地元の団体である。同社の選定理由に地域とのつながりを重

視したとあるが、もう一つの団体はいわば地元そのものであるにもかかわらず、過去に

問題があった団体の方が３０点以上も得点が高いことは疑問である。なぜ、このような

結果になるのか。 
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２ 私もかつて、ある団体の夏休みの事業でげんきプラザを利用した。参加者は小学校の

高学年で食べ盛りの子供たちであったが、経費削減のためか、提供された食事は非常に

質が低く、量もとても少ないものだった。これを経費削減による効率の良い経営として

県は判断しているのか。 

 

生涯学習文化財課長 

１ 現在の指定管理者は、地元の企業が代表となっているグループであり、地域密着型の

運営と心のこもったおもてなしのサービスなどを提供している。利用者数も増え、大変

感謝しているところである。同社の選定理由として地域とのつながりを挙げたことにつ

いては、同社が地元の観光協会など関係機関との良好な関係の構築及び地元のスタッフ

の雇用を強く望んでいること、また、食堂や清掃の業務の委託も現在契約している地元

の業者を優先して声を掛けていく意向があったためである。 

  ３０点以上の得点差は９６０点満点中の３４点差であり、それほど大きな差ではない。

現在の指定管理者は問題なく運営しているが、今回の提案は現在の取組を着実に実施し

ていくという方向での提案で、新たな提案が少なかった。一方、サンアメニティの提案

は現在の指定管理者が実施している事業を継続し、質を担保しつつ、主催事業や広報活

動の活性化や利用者数及び宿泊者数の増加と併せて委託料の削減も行うという積極的

なものであった。これらの点が若干の差となり、同社が選定されたものである。 

２ 質の問題については、私どもも気付かない所があると改めて感じたところである。広

く声を拾いながら、今後も施設の管理運営や食事や宿泊事業などが適切に行われるよう、

しっかりと指導していきたい。 

 

諸井委員 

 答弁を聞き、委託料の削減が最優先になっているのではないかという印象を受けた。質

の問題も含めて、委託料を下げれば質も下がるのは顕著である。委託料の削減だけでなく、

サービスの内容についてもきちんと把握してもらいたい。 

 また、長瀞は地元とのつながりが強い地域であることから、現在の職員を同社が再雇用

するという話を聞いたが、地元を重視する姿勢を忘れないように運営していただきたい。

（意見） 

 

【付託議案に対する討論】 

なし 

 

【請願に係る意見（議請第２３号）】 

杉島委員 

 不採択を求める立場から発言する。 

 まず第１項の教育予算については、厳しい財政状況の中、執行部において様々な教育課

題の解決のため必要な教育予算の確保に努めていると認められる。第２項及び第３項につ

いては、国の教職員定数改善を利用し、増員を図ってきたことが認められる。第４項の教

育費の父母負担の軽減については、市町村が適切に取り組んでおり、県においても高等学

校等奨学金制度や奨学のための給付金制度を実施するなど、必要な措置を講じていると認

められる。第５項の障害児学校の教室不足の解消については、来年４月から入間わかくさ

高等特別支援学校が開校する予定であるほか、更なる対策についても検討を進めており、

必要な措置を講じていると認められる。 
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 以上、本請願の各項に対し、いずれも適切な対応が既に実施されていることから、議請

第２３号については、不採択とすることが適当である。 

 なお、生活困窮世帯の子供たちへの教育や、特別支援学校の過密対策など、それぞれ重

要な教育課題であると考えられるため、執行部においては、引き続き必要な措置を講ずる

よう申し添える。 

 

村岡委員 

 紹介議員の立場から、採択を求め発言する。 

 ただ今請願者から趣旨説明があり、質問にも丁寧にお答えいただいた。請願者が、子供

たちとその将来にいかに思いを寄せているかを改めて感じた。請願者の願いは、教育予算

の増額、３５人以下学級の実現、教職員の増員、教育費の父母負担の軽減、そして障害児

学校の教室不足解消の５点である。いずれもが、子供たちが生きる力を付け、学ぶ楽しさ

を味わえるようにと教育条件の整備を求めるものである。寄せられた請願署名は、６３，

８３４筆、さらに２万を超える署名が寄せられ、まさに県民の願いである。この願いに応

え、是非採択されるよう、紹介議員としてお願い申し上げる。この間、教育条件の整備を

巡っては、大きな変化が生まれている。国会では安倍首相がさらに３５人学級の実現に向

けて努力していきたいと表明している。２０１２年には、政府は無償教育の前進を国際公

約した。本県でも、少人数学級実施の自治体が増え続けている。教育予算と父母負担に関

して、本定例会で就学助成の請願も提出されるなど、ゆきとどいた教育を求める声は、切

実な県民の願いである。よって請願の採択も重ねて求め、賛成意見とする。 

 

福永委員 

 不採択の立場から発言する。今日、請願者が趣旨を説明されたことはとても良かったが、

全ての小・中・高校で早期に３５人以下学級の実現を求める内容と先ほどの趣旨説明では

そごがある発言があった。この請願そのものの信ぴょう性が疑われるので、不採択を主張

したい。さらに、教材費や給食費を無償にしてほしいと書いてあるが、無償になれば何で

も喜び、署名もたくさん集まると思う。財政状況も勘案すれば現実的に実現不可能なこと

を書いて集めた署名に基づく請願には賛成しかねる。 

 

【所管事務調査（臨時的任用教員の起こした窃盗事件及び不祥事の防止について）】 

杉島委員 

 臨時的任用教員が起こした窃盗事件であるが、１１月２６日に新聞各紙が報道したとお

り、県立不動岡高校の臨時的任用教員が高校の職員室で同僚の教員から金品を窃盗し、逮

捕されたものである。１０月に採用され１か月も経たないうちに起きた事件であったこと、

この人物が栃木県宇都宮市在住であったことから、なぜ採用ミスを防げなかったのかとい

うことが問題であると考えられる。この観点から５点伺う。 

１ 通常、臨時的任用教員はどのような採用の流れとなっているのか。 

２ 本件の人物はどのような経緯で採用され、勤務状況や動向はどのようなものであった

のか。また、逮捕に至る経緯はどうであったのか。 

３ 本件の人物についての人物調査はどの程度行ったのか。 

４ 本件の教訓を今後どのように生かしていくのか。 

５ 本件は生徒にどのような影響を生じさせているのか。 

 また、本県の職員、教職員、警察官の不祥事が相次いだことから、平成２７年３月１３

日に県議会として不祥事の再発防止を求める決議が可決されている。万全の再発防止策を
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求める内容であったにもかかわらず、本件も含め、教職員においても不祥事が相次いでい

る。そこで３点伺う。 

６ 実効性のある再発防止対策の取組はどのように行われているのか。 

７ 教職員の資質や人間性の見極めについてどのように取り組んでいるのか。 

８ 教員が勤務環境や保護者との問題からストレスを抱え、不祥事につながることもある

ことから、教職員のメンタル面も含めたヘルスケアについて、どのように取り組んでい

るのか。 

 

県立学校部参事兼県立学校人事課長 

 このたび、臨時的任用教員が生徒、保護者、県民の皆様の信頼を揺るがす不祥事を起こ

し痛恨の極みである。深くお詫び申し上げる。誠に申し訳ない。 

１ 教育委員会では、各学校から欠員、代替教員の要望を受け、臨時的任用希望登録者の

中から住所、経歴、性別等を基に適任と思われる者を選び、学校に紹介する。各学校に

おいては、校長が各学校の実情を踏まえ、紹介を受けた臨時的任用教員の面接を行い、

力量、資質などを見極め、適任であると判断された場合には、関係書類の準備を行った

上で教育委員会に発令の具申を行う。教育委員会では提出された関係書類等について不

備や問題がないか確認を行った上で、問題がない場合は発令を行っている。 

２ 前任の臨時的任用教員が、妊娠に伴い９月末をもって退職することになった。その後

任として１０月より勤務可能な臨時的任用教員を探したが、年度途中のため県立高校で

勤務経験のある適任者がおらず、他県での高等学校勤務経験のある当該教員を候補者と

して学校に紹介し採用した。採用後は体調不良のため休みがあったが、回復後は勤務状

況について問題はなかった。１１月１９日、当該教員が使用していた研究室に保管され

ていたパソコンの紛失が管理職に報告され、併せて、研究室を利用していた教員の金品

の紛失が判明した。学校は翌日、警察に相談、被害届を提出した。警察の調査により、

同僚の財布から５，０００円を盗んだ容疑で、１１月２４日に臨時的任用教員が逮捕さ

れた。その後の捜査で、１２月３日に、腕時計、パソコンの窃盗容疑で再逮捕され、現

在も勾留中である。 

３ 本県では、初めての任用であったことから提出書類として、履歴書、教員免許状、健

康診断書、人物考査書、身分証明書などの書類の提出を求め、問題や疑義がないか確認

を行ったが問題なかった。また、直近に中学校で勤務していたことから、該当の教育委

員会に本人の勤務状況について確認を行い、不祥事や非違行為等がなかったことを確認

した。 

４ 発令に当たっては、関係書類の確認と併せて各学校の実情にあった人材の採用が望ま

しいことから校長による面接で人物確認を行ったが、残念ながら見抜くことができなか

った。今後は、人物の検証をより確実なものとするため、校長だけでなく、学校の管理

職である教頭、事務長等を含め、複数の目で多方面から人物の確認、精査を行うことで

不適格な人物を採用することのないように努めていく。また、採用後も管理職全員で人

物状況を引き続き確認、指導し、生徒、保護者、県民から信頼される学校づくりに力を

入れて取り組んでいく。 

５ 事件発覚後、学校においては、直ちに保護者、生徒への文書を発出するとともに、保

護者説明会を開催した。保護者説明会では、パソコンの管理状況や臨時的任用教員の発

令に至ったいきさつについて質問があったが混乱はなかった。また、生徒については、

勤務開始後 1か月程度であることから、まだ当該教員と生徒の人間関係も構築されてお

らず、心配される声も状況もなかった。 
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６ 県立学校では、従来の通知等による指導に加え、教職員に、子供たちの人格形成とい

う責任の重い職務を担っている「誇り」や「使命感」を再認識させることが、不祥事防

止に効果的であると考えている。また、不祥事防止には教職員自らが意識を高めるよう、

各学校が自主的に取り組むことも重要であると考え、全県立学校に教職員倫理確立委員

会を設置し、管理職を中心として教職員による意識啓発を行っている。平成２１年度か

らは、毎年「教職員事故防止強化運動期間」を定め、教職員倫理確立委員会が中心とな

って、具体的なテーマを定めて校内研修会を推進するように指導している。 

  教職員倫理確立委員会の活動報告には、少人数のグループによる事例研究や話合いを

行うことで、年代、性別を超えて自由に話し合う雰囲気が醸成され職員間の相互理解が

深まり、研修効果が上がったとの報告があった。このような、教職員自ら学び、体験す

ることこそが、高い倫理観や職責の重さについての自覚を高めていくものであると考え

ている。今後も、研修効果の向上が期待される取組や良好な人間関係づくりにつながる

優れた実践例を全ての学校に広め、全ての教職員が不祥事を起こさない意識づくり、環

境づくりに更に努め、不祥事の再発を防止する。 

７ 県立学校では、普段の教育活動に加え、校長、教頭等による授業観察や人事評価面談

を行い、教職員の資質、勤務状況、人間性等の確認、評価を行うとともに、指導、注意

等を行っている。また、個々の教育活動とは別に学年、分掌、委員会などのチームで行

う教育活動では、協調性、公平性など異なる観点から人物の見極めを行うことができる。

さらに、生徒や保護者を対象としたアンケートなどにより、教員の授業等に対する評価

の把握に努めている。これからも授業を始めとした個々の教育活動と併せて、教頭、主

任などからのより多くの情報等を得て多方面からの人物評価を行い、資質、人間性の見

極めを行っていく。 

 

福利課長 

８ メンタルヘルス対策について、不祥事とメンタルヘルスが関連する明確なデータはな

いが、ストレスを蓄積することで何らかの間接的な関連があるのではないかと考えられ

ることから、対策を進めている。まず、相談窓口を整備し、専門科医による面接指導相

談、福利課保健師による面接相談を行っている。直接には話しにくいという教員に対し

ては電話による相談体制も整備している。また、長期休業中に、一般教職員を対象とし

た「こころの健康講座」、管理職を対象とした「メンタルヘルス研修会」を開催してい

る。研修を通じて、自分自身のストレス程度の気付きや、ストレスの発散方法、周囲の

サポートをどうしたらいいかというラインケアやセルフケアを学ぶ機会を用意してい

る。 

  一昨年、昨年に起きた不祥事事例を分析したところ、人間関係を取り結ぶことに課題

があったことが明らかとなった。このことから、人間関係づくり、コミュニケーション

づくりが重要であり、風通しの良い職場づくりを進めることで、自分自身や周囲の職員

の変化に気付くよう取り組んでいるところである。 

 

杉島委員 

１ 今回は、年度途中の退職により急きょ臨時的任用教員を雇うことになったが、県内で

は見つからず、他県で探したということである。登録人数が非常に少ないということで

あったが、だからこそ問題がある可能性が高いと思う。当該人物は、年度途中にもかか

わらず教員を務めておらず、就職を希望していた。そうなれば何らかの問題があること

も想定されるのではないか。このような臨時的任用教員の採用については、しっかりと
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見るべきである。今回、直前に勤務していた中学校に対して勤務状況を確認したという

ことであったが、それ以前に勤めていた高校にも調査すべきだったのではないか。 

２ 先ほどの発言の中で「当初、体調不良で勤務できなかったが回復した」とあったが、

採用して１か月もしないうちに体調不良で勤務できない人を勤務状況良好と言えるの

か。 

 

県立学校部参事兼県立学校人事課長 

１ 臨時的任用教員の登録の募集についてはインターネット等も使い幅広く行っているが、

今回は年度途中ということもあり、残念ながらこの時は少なかったという状況であった。 

  また、埼玉県で初めて雇用する場合は、より広く勤務状況についての情報を集めたい。 

２ 当初は、確かに勤務状況が良くなかった。その後、体調が回復してからは良好であっ

たとお考えいただければと思う。 

 

杉島委員 

 不祥事防止に向けて徹底的な取組を求める決議があったにもかかわらず、採用がしっか

りと行われなかったことは事実である。げんきプラザの議案にも関係するが、質の担保は、

学校や教育委員会のためではなく、子供たちのためのことである。子供たちのためにしっ

かりとした調査をしてほしい。是非、取組が形骸化しないよう抜本的にしっかりと実施さ

れたい。（意見） 

【所管事務調査（教育の政治的中立の確保について）】 

福永委員 

 今月の初めに、県東部の市立中学校の教員が、担任を務めるクラスの生徒全員に、「教育

の政治的中立」を揺るがす極めて問題の多い文書を配布した。１２月２日付けの「赤旗」

１５面掲載の記事を使用しているが、「赤旗」は、日本共産党の機関紙である。教育基本法

の第１４条第２項には、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対する

ための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定めており、義務教育の公立学校

の教員が、特定政党だけの機関紙の記事を生徒全員に配ることは、法律に反する行為であ

る。 

 このような行為は今回が初めてのことではない。２学期が始まる９月には、８月３０日

付けの「赤旗」の号外が貼り付けられた文書を配布している。 

 来年の参議院選挙から１８歳選挙権が実施されることを踏まえて、教員がとりわけ政治

的中立性に気を配らなくてはならない時期に、この中学校の担任のようなことがまかり通

ってはいけないと思うので、何点かご質問させていただく。  

１ 教育局は２度にわたるこの事案について把握しているのか。 

２ 「赤旗」は希望すれば一般の国民でも購読することができるが、「号外」は、特定の場

所に行って共産党関係者から受け取る、あるいは、身近な共産党関係者からもらうしか

入手手段がないが、教員が、どういう手段で入手したのか把握しているのか。 

３ この担任が受け持つクラス全員に対して、教室でこのような「赤旗」の切り抜きとそ

の記事を賛美する感想を配るという行為はあってはならないことであると思うが、教育

局はどう考えるか。 

４ １度目の９月に配った時に、教育局としてきちんと対処していれば、今回の文書が生

徒の手元に届くことはなかったはずである。どうして防げなかったのか。見過ごしてい

たのか。 
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５ 今回は中学校であるが、来年有権者となりうる県立高校や特別支援学校高等部でこの

ような教育が行われると、教育の政治的中立性が確保されないことになるので懸念して

いる。日本共産党の小池氏は、「文部科学省などが作成した主権者教育の高校生向け副

教材でも政治的中立の確保に留意するよう強調している。規制をかけようとしているこ

とは反教育だ」と発言している。義務教育諸学校については、教育の政治的中立の確保

に関する臨時措置法があり、影響を受けないように教員の中立性が担保される法律があ

るが、高校にはこの法律がない。高校の教育現場でもこのようなことが行われてはいけ

ないと思うが、防ぐことができるのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 当該事案については、昨日、市教育委員会から報告を受けたところである。この２つ

の資料は、平日の「帰りの会」で子供たちが作成したものを発表し合う３分間スピーチ

という活動の中で、教員が自分も同じような立場で作って示したものである。これまで

の経緯について、市教育委員会からの報告によると、９月に市教育委員会として把握し、

当該中学校の校長に対して事実確認し、当該教員に対して指導するように指示をしてい

る。２度目についても市教育委員会で、現在詳細を調査しているという報告を受けてい

る。 

２ 教員が赤旗の号外をどのように入手したのかを把握しているかについては、承知して

いない。 

３ 本件は詳細が判明しておらず、明確にお答えできないところがある。いろいろな考え

方が世の中にあるが、何か一つのところだけを示して教員が一方的な考え方を述べたこ

とは当然適切とは言えない。 

４ 教育局では昨日、概要の報告を受けたものであり、そもそも承知していなかった。市

教育委員会としては、かなり重く受け止めており、今後適切に対応していくと聞いてい

る。 

 

高校教育指導課長 

５ 県立高校では校長が授業観察したり、あるいは保護者・生徒に授業アンケートを行う

など、制限を超えた政治的行為をする教員の把握に努めており、本件のようなことは県

立高校ではないと言える。これまでも指導資料などにより、新聞記事等を活用する際の

配慮事項や、特定の考え方に偏らない中立公正な立場での指導などの徹底を図っている

が、今後も引き続き、校長会議、あるいは教科の研修会等を通じて政治的中立性につい

てしっかりと指導していく。 

 

特別支援教育課長 

５ 特別支援学校の生徒については、障害により物事の見方・考え方が狭くなってしまう

ということがある。これまでも日頃から、校長も含め職員には情報をいろいろな角度か

ら提示していくことが大事だと言っている。これまでもなかったと思うが、今後も、そ

ういったことを大事にしながら障害のある子供たちの可能性を最大限に引き出すよう

努めていく。 

 

福永委員 

１ 平日の帰りの時間に生徒が３分間スピーチを行うことが初めて分かったが、教員も問

題の文書を配って発表したのか。県教育委員会は把握しているのか。これは重大な問題
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である。中学２年生といえば政治的には真っ白な心であるにもかかわらず、そこに特定

の色を染め上げるようなものを配り、言ってはいけない教員自身の意見を言っている。

事実関係をもっときちんと把握して、改めて委員会に示していただきたい。    

２ ９月に市教委を通じて校長が指摘を受け、担任を指導したにもかかわらず、聞かなか

ったということは、担任の教員は確信犯的な思いを持っているということである。教員

に対して、教育基本法の第１４条の第２項の精神などをもう一度きちんと教えないと今

後また同じことを繰り返すのではないか。繰り返させないことができるのか。 

３ 政党機関紙における日刊紙は、赤旗と公明新聞しかない。併記するにしてもこれらは

不適当だと思う。きちんとした一般紙だけにしたらどうか。 

４ 生徒の心に与えた影響について、どのように把握しているのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 先ほども申し上げたとおり、詳細について把握していないので、しっかりと把握した

い。 

２ 先ほども申し上げたとおり、詳細について把握していないので、しっかりと把握した

い。 

３ 一般紙の扱い等について、最近国が高校に対して示した資料が出されたので、それを

義務教育段階でもしっかりと子供たちに分かるように、また、指導する教員がしっかり

と把握できるように、この後早急に指導・助言したい。 

４ 私どもも子供たちがどう受け止めたのか、子供たちへの影響を心配している。今後し

っかりと把握したい。 

 

福永委員 

 ６月定例会の本会議で、「特定の政治イデオロギーを生徒に植え付けるような教師をどの

ように排除していくのか」との諸井委員の一般質問に対し、教育長は「教育の政治的行為

については、教育基本法をはじめ、法令により厳しく制限されており、特定のイデオロギ

ーに偏った政治教育を行うことは許されない」と答弁している。これが６月のことであり、

９月にこの問題が起きて、１２月に再発していることは重く受け止めなければいけない。

政党機関紙を排除すべきだと考えるが、教育長から断固たる決意を御答弁いただきたい。 

 

教育長 

 ６月定例会の本会議で答弁したとおり、偏った政治教育を行うことは断じて許されない。

そのようなことがないようしっかりと教職員に周知し、日頃から授業やアンケートを見る

とともに、偏った政治教育をしたことが発覚した場合は厳正に対処するようにしっかりと

取り組んでいく。 

 

鈴木委員 

１ 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第１条に「義

務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教

育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護すること

を目的とする」とある。明らかに政党色のあるものを学校で取り上げて、それを教員が

３分間スピーチで言えば、素直な子供たちはそれが正しいと思ってしまう。これは価値

観の押し付けである。私もこのような教育を受け、それ以来教員不信となっている。思

春期のころの思想の押し付けというのは、子供の心に深い影響を与える。政党機関紙は
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あくまで政党の主義・主張であり、明らかに第１条に違反している。なぜ排除できない

のか。 

２ 私の経験のとおり、数十年前から日常的にこのようなことが行われている。問題が発

生するたびに指導してまいりますという答弁を続けてきたが、どのような指導を行って

いるのか。詳細を調査した結果、どのような指導や処分がなされるのか。指導しても改

善されなかった場合、指導内容を変えていくのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 政党機関紙に限らず、偏ったイデオロギーを押し付けるようなものはやはり排除すべ

きと思う。 

２ 指導は、できるだけ具体的に事例を挙げて指導していきたい。プライバシーに配慮し

ながら、教員が理解でき、注意できるという指導をしていきたい。子供たちにとって教

員が言っていることはある意味絶対に近いものがある。それは痛いほど教員が分かって

いる。具体的な事例を投げ掛けて、一人一人が自分のこととして受け止めてもらえるよ

うに指導していきたい。 

 

小中学校人事課長 

２ 今回の事案については、これまで校長が当該教員に指導した内容も含め、事実関係を

しっかりと把握したい。なお、処分を県が行うか、服務監督権者の市町村が行うかにつ

いては非常に判断の難しい問題であるため、法律の専門家等の意見や判例等を含め、慎

重に判断し適正に対応する。 

 

鈴木委員 

 答弁を聞いて、当該教員は確信犯という印象をもった。政治的中立というものが、今こ

そ大事だと言われている中、今回の事案をあまり重く受け止めている感じがしない。仮に

一方的な押し付けだという調査結果が出た場合、指導以外の処分はあるのか。 

 

小中学校人事課長 

 指導以外の処分について、この場で判断してお答えするのは大変難しい問題である。事

件や事故が発生したときに、指導以外の処分としては、第一義的に服務の監督をしている

市町村教育委員会で文書訓告や口頭注意等、いわゆる指導措置がある。なお、法令等の違

反も含めて市町村教育委員会から正式な事故報告があり、内申があった場合には、県が事

故として判断して、懲戒処分等の対応を行う。全体的なことも含めて、これからしっかり

と事実確認をしていきたい。 

 

鈴木委員 

 処分に関しては理解した。政党機関紙を教室に持ち込むということが問題であると考え

る。一般的な日刊紙の記事を比べることはあってもいいと思うが、政党機関紙に政治的中

立はあり得ないと考えるがいかがか。 

 

義務教育指導課長 

 子供たちに特定の考えを押し付ける結果となるようなものは許されないと考えるが、政

党機関紙だけを排除するという表現はしづらい。子供たちが一方的な価値観をもってしま

う指導は当然問題があると考えている。 
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鈴木委員 

 このようなあいまいな答弁を聞くと、子供を持っている親として心配である。福永委員

の発言にもあったが、共産党の小池副委員長は「授業で言わなくては」と発言している。

自分たちに都合の良いことは授業でどんどん言うようにあおり、一方の意見だけ取り上げ

ることは、政治的中立とは到底言えない。今後しっかりと精査してほしい。（意見） 

 

諸井委員 

１ 今のやり取りを聞いても、改善されるように思えない。本件は特定の思想を紹介して

いる事例ではないのか。 

２ ９月と１２月に出した２つの文書以外はあるのか。このような指導は日常的に子供た

ちになされており、たまたま文書があったのが２つだけだったのではないのか。他の事

案について把握しているのか。 

３ 文書が発覚したことから今回の問題となっているが、文書を用いず、口頭で子供たち

を指導している場合、どのように防止するのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 文書だけを見ていると、特定の思想を紹介していると受け止めることもあるかと思う。

当該教員がどのように指導したのか、当該の市教育委員会が調査しているところである

ので、それに基づいて判断することになる。 

２ 当該教員が日ごろどのようなことをしているのか、あるいは今回だけであるのか、調

査しているところである。 

３ 日常の指導について、当該教員の言動を四六時中把握できるかどうかは正直申し上げ

られない。周りの教職員や同僚が自由に意見を言える雰囲気をつくらなければならない。

閉ざされた教室の出来事については、徹底的に指導していくしかないと考えている。 

 

諸井委員 

 答弁を伺ったが、聞いて理解できる答弁ではない。責任を取りたくないとか、はっきり

としたことを言いたくないという姿勢だけは分かる。子供たちに一方的な考えだけを紹介

することが問題であるにもかかわらず、排除するとなぜ言えないのか。法令に照らしても

適切でないことであるのに、なぜあいまいな言い方しかできないのか。 

 当該教員の他の事案の把握は難しいとのことだが、把握できないから仕方がないのか。

教育局に責任はないのか。 

 

義務教育指導課長 
 責任がないわけではなく、義務教育指導課長としての責任を痛感している。一方的な教
員の考えを押し付ける教育はあってはならない。そのため防止策をいろいろ講じながら徹
底していきたい。他の事案について１００％把握するのは困難だが、日ごろの状況につい
て管理職をはじめ、きちんと把握し指導していく。教員は、公平であり中立でなければな
らない。これを繰り返し徹底し、指導を強化していきたい。 

 

諸井委員 
 発言とこれからやろうとしていることがあまり合致していない。何も担保されない。御
自身の決意をあいまいに言っているだけであり、具体的内容が全くない。教育委員会委員
長はどう感じているのか。 
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教育委員会委員長 

 本件については昨日情報を知り得たものであり、情報の遅さについては大変遺憾である。

現場においては速やかに重大さを認識し、直ちに県の教育局に情報提供してしかるべきで

ある。本件については、詳細な情報がつかめていない。しかし、私はあってはならないこ

とだと感じている。処分を含め、教育局で議論して進めたい。今後このような指導を発見

した場合は、根本的に全部を考え直さなければいけないと感じている。来年の参議院選挙

から選挙権年齢が引下げとなることもあり、今回の事案を精査して、主権者教育にどうや

って臨むのか、もう一度考えていきたい。 

 

諸井委員 
 このような教育がこれからも続く、あるいは分からないところでこれまで通り続いてい
くことが問題と考える。今回の事案をきちんと調査し、現状をよく踏まえた上で根本的な

防止策を講じられたい。そして、何回指導しても変わらない教員は、埼玉県の教育に著し
くマイナスの影響を及ぼすため、教壇に立つ資格はないと思う。そのような教員は活動家
になり、そこで自由に政治活動をしてもらえば良い。（意見） 

 

村岡委員 

 今回の事案については、事実をしっかりと確認してほしい。政治的中立は当然のことで

ある。これ以上、このことについてコメントしないが、論議の中で、私どもの党の副委員

長の小池氏の教育に関する発言が取り上げられたが、それと今回の事案は直接関連がある

わけではないので、誤解のないようにしてもらいたいということだけは発言をしておく。

それぞれの政党のそれぞれの議員が考えを持っており、ここはそれを論議する場ではない。

（意見） 

 

菅原委員 

 今回の事案は、氷山の一角ではないのか。来年の参議院選挙に向け、国から教育の中立

性を判断すべき材料が示されると思うが、逆に悪意を持って指導する教員もいるかもしれ

ない。このような事態が想定される中、指導の事例を積み上げて分析をされているのか。

今後、判断に迷う事例が続発したときに役立つと思うがいかがか。 

 

義務教育指導課長 

 県教育委員会として、これまでの積み上げは行っていない。ただし、高校に今回示され

た貴重な資料にＱ＆Ａが載っている。中学校にも示して、市町村との間で共通理解を図っ

ていきたい。現場の声等についても研究協議会等で話題にしたい。来年は新しい学習指導

要領の方向性が明確になるので、それも踏まえてできることをしっかりとやっていきたい。 

 

菅原委員 

 今後、事例の積み上げを行うのか。 

 

義務教育指導課長 

 積み上げていきたい。 

 


